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はしご付消防自動車売払仕様書 

【山口市（山口市消防本部）】 

 

１ 仕様書概要 

  本仕様書は、売払者である山口市（以下「市」という。）が、不用となった下記３

のはしご付消防自動車（以下「車両」という。）を売り払うことについて、必要な事

項を定める。 

 

２ 本仕様書、関係法令等の遵守 

  本売払の契約に関して、買受者は、公告事項、本仕様書の内容及び、山口市財務

規則、その他の関係法令を遵守すること。 

 

３ 売払対象車両 

  はしご付消防自動車１台【詳細については別紙及び写真を参照】 

 

４ 引渡場所 

  山口市南消防署秋穂出張所（山口市秋穂東６８９８番地２） 

 

５ 引渡期限 

  車両、譲渡証、リサイクル券（預託証明書）、車両の鍵は、契約金額を納入後、３

０日以内の引き渡しとする。なお、詳細については、土曜日、日曜日及び祝日を除

く日の午前１０時から午後４時までの間とし、市と買受者で協議、調整の上決定す

る。 

 

６ 事務手続き等 

  買受者は、車両の処理により発生する自動車税還付金、自動車重量税還付金、自

動車損害賠償責任保険還付金等各種還付金に関する事務手続きをおこなうものと

する。また、還付金は買受者が受領するものとし、入札金額（契約金額）は当該還

付金を加算した額とする。 

 

７ リサイクル料金 

  自動車リサイクル法に基づくリサイクル料金については預託済みであり、リサイ

クル料金についても入札金額（契約金額）に含むものとする。 
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８ 免責事項 

 ⑴ 車両は、現状での引き渡しとし、売買契約後に発見された不具合や瑕疵があっ

た場合でも、車両や装置等の状態、性能、安全性、その他一切について、市は一

切の責任を負わない。 

 ⑵ 売買契約後における車両保管場所及び車両移送中など買受者の管理下で発生

した事故については、市は一切の責任を負わない。 

 

９ 車両の処理 

⑴ 名義変更について 

買受者は、車両の名義を買受者の名義に変更すること。なお、名義変更後の自 

動車車検証の写しを市に提出すること。 

⑵ 登録抹消等について 

買受者は、自動車車検証の登録抹消等について、必要な書類の用意や一切の手 

続きをすること。また、必要となる諸経費については、買受者の負担とする。 

 ⑶ 赤色灯等の除去について 

 ア 買受者は、緊急車両の要件等となる赤色灯、サイレン装置、消防章及び所属 

  表示灯を車両の引き渡し後、１４日以内に取り外すものとする。また、取り外

したものは確実に廃棄処分すること。 

  イ 買受者は、車両に表記してある文字やデザイン等を車両の引き渡し後、１４

日以内に確実に削除すること。シールで貼付されているものは、シールを剥が

した後に文字等が識別できる跡が残った場合、その跡も塗りつぶし等により完

全に消去すること。 

  ウ 上記ア、イを実施した証明として、車両の前方、左右側方、後方、上方及び 

室内のサイレン装置の取り外し状況写真を引渡し後、１４日以内に提出するこ 

と。 

 ⑷ 廃車処理について 

  買受者は、自動車リサイクル法（平成１４年法律第８７号）に基づき、車両を 

適正に廃車処理すること。なお、再使用できる部品等については、買受者の責任 

において適正に処理できるものとする。 

 

10 尊守事項 

⑴ 買受者は、車両を暴力団等反社会的勢力組織又はその関係者に売却や譲渡をし 

ないこと。 

 ⑵ 買受者は、引き渡し後の車両について、法令その他社会通念上の範囲において、

適正な管理をおこなうこと。 

 ⑶ 買受者は、引き渡し後の保管状況等の報告を市が求めた場合、保管場所の所在 

地、所有者、管理者等を明らかにした書面を提出すること。 
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11 その他手続き等 

⑴ 売払対象は、写真の車両及び車両の付属品とし、車両は現状での引き渡しとす

る。 

 ⑵ 買受者は、売買契約後の車両の運搬を速やかに手配するものとし、運搬費用、 

  再登録申請費用等必要とされる費用は買受者の負担とする。なお、運搬時には 

  赤色灯へのカバーの装着又は、赤色灯を撤去することとし、車体に貼付してある 

「山口市消防本部」の文字を視認できない処置を施すこと。 

 ⑶ 買受者は、車両の引き渡し時に受領書（任意様式）を提出し、後日「使用済自

動車引取証明書」及び「移動報告車両情報」を提出するとともに、廃車処理が完

了したならば解体報告記録が記載された「登録事項等通知書」を提出すること。 

⑷ 買受者は、引き渡し時に車両のバッテリー不良によるエンジン始動が困難とな 

る場合があることから、対応の準備をすること。 

 

12 自動車損害賠償責任保険 

自動車損害賠償責任保険は解約となることから、必要に応じて買受者が新たに加 

入すること。 

 

13 売払物品の公開（現車確認） 

売払物品の公開期間は、入札公告日から入札日前日までの開庁期間内とし、午後 

１時から午後４時までの間に上記４の場所でおこなう。なお、売払物品の公開を希 

望する場合は、必ず警防課に事前に連絡すること。 

 

14 連絡先 

  山口市亀山町２番１号 

  山口市消防本部 警防課 

  ＴＥＬ：０８３－９３２－２６０２ 

 

 

 

以 上 


